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 障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるように、居住支援を行うための機能をもつ場所や体制の

ことです。 

居住支援のための主な機能は、「相談」、「緊急時の受入れ・対応」、「体験の機会・

場」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」の５つを柱としています。 

 

 

 

 

 

（１）相談 

   緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を

確保し、緊急の事態に必要な障がい福祉サービスのコーディネートや相談支

援を行う機能  

 ※常時の連絡体制の確保・・・24時間対応を必須要件とはしません。 

 

（２）緊急時の受入れ・対応 

   短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や

障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ・対応を行う機能 

 

（３）体験の機会・場 

   病院や施設、親元からの自立にあたって、障がい福祉サービスの利用や一人

暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

 

（４）専門的人材の確保・養成 

   医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した

障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的

な対応ができる人材の養成を行う機能 

 

（５）地域の体制づくり 

   地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資

源の連携体制の構築等を行う機能  

１ 地域生活支援拠点等とは 

２ 地域生活支援拠点等の機能 
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本市では、複数の機関が分担して５つの機能を担う「面的整備型」で整備を

進めています。 

 

 地域生活支援拠点等の設置主体は市ですが、それぞれの機能を担うことができ

る事業所から「地域生活支援拠点等事業所」として登録いただくことにより、

体制が整備されていきます。 

 

 より多くの事業所からのご理解・ご協力をいただくことが重要と考えています。 

 

 

 

 【地域生活支援拠点等のイメージ図】 

 
 

 

  

相談[

地域の体制づくり

緊急時の受入れ[

専門的人材の確保・養成

体験の機会・場 特定相談支援事業所

基幹相談支援センター 等グループホーム

日中活動系サービス事業所 等

短期入所事業所

訪問系サービス事業所 等

基幹相談支援センター

本人・家族

自立支援協議会

基幹相談支援センター

３ 大仙市における地域生活支援拠点等の整備 
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  緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確

保し、緊急の事態に必要な障がい福祉サービスのコーディネートや相談支援を

行います。 

役割を担う主な機関 内容 

 

地域定着支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

①相談支援の実施 

 ・住み慣れた地域で安心して生活できるよう、様々な相

談に対応します。 

 ・自立や病院・施設等からの地域移行に向けた相談に対

応します。 

 

②緊急時や将来を見据えた常時の連絡体制の確保 

 ・相談支援を通じて、緊急対応が必要な状況が発生する

可能性のある対象者に対し、地域生活支援拠点等に関

する説明を行い、事前登録を促します。 

 ・緊急時に備えて必要なサービス等の提案や説明、契約

等を行う等の事前準備を行います。また、対象者のニ

ーズを確認した上で、短期入所や体験利用等の調整を

勧めます。 

 

③緊急時の支援体制への取組 

 ・緊急受入れを行った場合、事後速やかに在宅復帰に向

けた調整会議等を開催し、安心して在宅生活に戻れる

よう調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 各機能の具体的内容 

（１）相談 

 

≪緊急時の定義≫ 

●主たる介護者が負傷、疾病又は死亡などの状態となり、他の介護者を

確保することができない場合 

●主たる介護者が親族の葬儀等、事前に予定を把握できない理由により

一時的に不在となる場合 

●障がい者本人の行動上の特性等により、一時的に在宅での生活を継続

することが困難である場合 

 ●障がい者本人への虐待の恐れがあり、帰宅に時間を要する場合 

●その他やむを得ない理由により、市長が必要と認める場合 

※災害時は、「大仙市地域防災計画」に基づいた対応を行います。 
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◎事前登録について 

  緊急時の支援が見込めないリスクの高い世帯で、地域生活支援拠点等事業の

利用を希望する場合は、事前登録をすることにより、緊急時の支援をよりスム

ーズに行うことが可能となります。 

 ※事前登録をしていなくても、地域生活支援拠点等事業としての「緊急時の受

入れ・対応」を受けることはできます。 

 

 ≪事前登録の流れ≫ 

 

 

     相談支援事業所、基幹相談支援センター、又は市社会福祉課に相談の

うえ、事前登録を希望する場合は、必要書類を市社会福祉課へ提出しま

す。 

    【必要書類】 

     （ⅰ）大仙市地域生活支援拠点等 事前登録申し込みシート 

     （ⅱ）個人情報の取り扱いに関する同意書 

     （ⅲ）本人情報シート 

        ※相談支援専門員又は基幹相談支援センター職員が本人・家族に 

聞き取りのうえ作成します。登録後も必要に応じて更新します。 

     （ⅳ）サービス等利用計画の写し 

     （ⅴ）障害福祉サービス受給者証の写し 

       ※（ⅳ）、（ⅴ）は障害福祉サービスの支給決定を受けている場合 

 

 

 

基幹相談支援センターで登録台帳へ登載します。併せて、担当の相談

支援事業所へ情報提供（本人情報シートの写しを提供）をします。 

 

 

緊急時に備え、利用が想定される事業所（短期入所、訪問系サービス

等）や医療機関等と情報を共有します。 

 

 

     緊急時や将来を見据えた体験利用を行います。また、緊急事態が発生

した場合は、相談支援事業所、基幹相談支援センター、市社会福祉課等

が連絡調整を行い、障害福祉サービス等の利用に繋げます。 

①相談・登録申込 

②台帳への登載 

③関係機関との情報共有 

④体験利用・緊急時対応 
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  緊急時に受け入れ先の確保を行い、介護者の急病や障がいのある方の状態変

化の際に、短期入所等の受け入れや医療機関への連絡等、適切な対応を行いま

す。 

役割を担う主な機関 内容 

 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

①緊急時に備えた情報集約と共有 

・事業所の事業内容や特色、緊急時に支援可能な範囲等

に関する情報等を事前に集約し、緊急時のコーディネ

ートがスムーズに行えるよう準備しておきます。 

 

②緊急に対応が必要な状況が発生した場合の対応 

 ・必要に応じ、速やかに短期入所等の利用調整を行いま

す。 

 

③緊急支援後の在宅復帰に向けた支援 

 ・速やかに在宅復帰に向けた調整会議を実施し、今後の

方向性等を検討します。 

 

 

短期入所事業所 

①緊急に対応が必要な状況が発生した場合の対応 

 ・相談支援事業所や基幹相談支援センターから緊急の受

入れ・対応の要請があった場合、できるだけ柔軟に対

応します。 

 ・相談支援事業所等や基幹相談支援センターから対象者

に関する情報を引き継ぎ、対象者への支援が円滑に行

えるようにします。 

 

②緊急支援後の在宅復帰に向けた支援 

 ・速やかに在宅復帰に向けた調整会議に参加し、今後の

方向性等を検討します。 

 

 

訪問系サービス事業所 

①緊急に対応が必要な状況が発生した場合の対応 

 ・相談支援事業所や基幹相談支援センターから緊急の受

入れ・対応の要請があった場合、できるだけ柔軟に対

応します。 

 

 

 

（２）緊急時の受入れ・対応 
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◎緊急時対応の流れ 

 

緊急事態の発生

担当の相談支援専門員に連絡 拠点等コーディネーターに連絡

障害福祉サービスの利用

【拠点等コーディネーター】

短期入所やヘルパーなど

障害福祉サービス利用の調整

※拠点等事業所として登録されている

事業所に優先的に協力依頼

障害福祉サービスの利用

契約事業所が

利用できない

・

契約している

事業所が無い

契約事業所が

利用できる

拠点等コーディネー

ターと連携し、

障害福祉サービス利用

の再調整

※拠点等事業所として

登録されている事業所

に優先的に協力依頼

障害福祉サービス利用あり
（担当の相談支援専門員がいる）

障害福祉サービス利用後は

関係者で担当者会議を実施し、

今後の方向性等を検討

障害福祉サービス利用なし

・障害福祉サービス、障害支援区分の申請

・相談支援事業所の選定

※緊急度によっては、利用開始後でも可

受け入れ事業所の決定

※市社会福祉課へ、障害福祉サービスを
利用する旨を連絡

【相談支援専門員】

短期入所やヘルパーなど

障害福祉サービス利用の調整
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  地域移行支援や親元からの自立等に当たり、障害福祉サービスの利用や一人

暮らしの体験の機会・場を提供します。 

役割を担う主な機関 内容 

 

地域移行支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

①体験に関する情報の集約・共有 

 ・体験利用を受け入れている事業所の情報を集約し、相

談支援事業所並びに基幹相談支援センターで共有し

ます。 

 

②サービスの利用に関する相談対応、利用調整 

 ・病院、施設からの地域移行や、親元からの自立に関す

る相談があった場合、対象者のニーズを確認した上

で、必要なサービスの体験利用の提案・調整を行いま

す。 

 ・緊急時に備えて必要な準備としての体験利用を提案し

ます。 

 

③体験の機会の拡大のための検討 

 ・体験の機会拡大のために、関係事業所間での情報共有

や今後の検討を行います。 

 

 

グループホーム 

日中活動系サービス事業所 

①体験の機会・場の提供 

・見学体験利用の要請があった場合は、利用者の状況に

合わせて可能な限り柔軟に対応します。 

・緊急時や将来を見据えた体験利用であることを意識

した対応を行います。 

 

②実施後の連絡、情報共有 

 ・体験利用の実施後、関係機関と情報共有し、今後の検

討を行います。 

 

 

 

  

（３）体験の機会・場 
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  医療的ケアが必要な方、行動障がいがある方、高齢化に伴い重度化した障がい

がある方等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養

成を行います。 

役割を担う主な機関 内容 

 

基幹相談支援センター 

①支援者のスキルアップ・養成 

 ・自立支援協議会を活用し、専門的な連携及び支援体制

について協議します。 

 ・基幹相談支援センターによる研修や、自立支援協議会

等の会議での事例検討を通じ、サービスの質を高め、

専門的な対応ができる人材を養成します。 

 

 

 

 

 

  地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源

の連携体制の構築等を行います。 

役割を担う主な機関 内容 

 

すべての事業所 

①自立支援協議会を活用したネットワーク構築 

 ・自立支援協議会等の場での事例検討や課題検討を通じ

て、地域課題の明確化と解決に向けた情報共有を行い

ます。 

 

 

基幹相談支援センター 

①地域生活支援拠点等コーディネーターの配置 

 ・基幹相談支援センターにコーディネーターを配置し、

地域の社会資源に係る情報を集約したうえで、相談支

援事業所等へ提供することを通じて、障がいのある方

が地域の社会資源を有効かつ円滑に利用できるよう

支援します。 

 

②自立支援協議会を活用したネットワーク構築 

 ・自立支援協議会等の場での事例検討や課題検討を通じ

て、地域課題の明確化と解決に向けた情報共有を行い

ます。 

 

 

（４）専門的人材の確保・養成 

 

（５）地域の体制づくり 
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①地域生活支援拠点等相談強化加算 

   地域生活支援拠点等である相談支援事業所の相談支援専門員が、コーディネーター

の役割を担うものとして相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの

対応を行った場合に算定 

７００単位／回（短期入所事業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度に算定 ） 

 

②地域体制強化共同支援加算 

   地域生活支援拠点等である相談支援事業所の相談支援専門員が、支援困難事例等に

ついての課題検討を通じ、情報共有を行い、他の福祉サービス等の事業者と共同で対

応し、協議会に報告した場合 

２，０００単位／回（月１回を限度） 

 

 

 

①体験利用加算 

障害福祉サービス事業の体験的な利用支援を行った場合に、１５日以内に限り算定 

   ・初日から５日目まで ５００単位／日 

    （地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日） 

   ・６日目から１５日目まで ２５０単位／日 

（地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日） 

 

②体験宿泊加算（Ⅰ） 

   一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合 

    ３００単位／日 

    （地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日） 

     ※ 体験型宿泊加算（Ⅱ）と合計して１５日以内に限り算定 

 

③体験宿泊加算（Ⅱ） 

    夜間及び深夜の時間を通じて必要な見守り等の支援を行い、一人暮らしに向けた

体験的な宿泊支援を行った場合 

    ７００単位／日 

    （地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日） 

※ 体験型宿泊加算（Ⅰ）と合計して１５日以内に限り算定 

５ 地域生活支援拠点等に係る加算 

（１）特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所が対象の加算 

 

（２）地域移行支援事業所が対象の加算 
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①体験利用支援加算 

   地域移行支援における障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、１５日以

内に限り算定 

・初日から５日目まで   ５００単位／日 

    （地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日） 

   ・６日目から１５日目まで ２５０単位／日 

    （地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日） 

 

 ②緊急時受入加算 

   地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を

配置する通所系サービス事業所において、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等

の際に、夜間に支援を行った場合に算定 

   １００単位／日 

 

 

 

①地域移行促進加算（Ⅰ） 

  地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を

配置する障害者支援施設で、地域移行支援における体験宿泊を支援した場合に算定 

１２０単位／日  

 

 

 

 

①緊急時対応加算の上乗せ 

   緊急時対応加算を算定した場合に上乗せ 

地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／回 

 

 

 

①緊急時支援加算（Ⅰ）・緊急時支援費（Ⅰ）の上乗せ 

自立生活援助における緊急時支援加算（Ⅰ）又は地域定着支援における緊急時支援

費（Ⅰ）を算定した場合に上乗せ 

地域生活支援拠点等で、連携及び調整に従事する者を配置している場合 ＋５０単位／日 

（３）日中活動系サービス事業所（生活介護、自立訓練、就労移行支援、 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）が対象の加算 

（４）障害者支援施設が対象の加算 

（５）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 

重度障害者等包括支援事業所が対象の加算 

（６）自立生活援助、地域定着支援事業所が対象の加算 
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①短期入所を行った場合の加算 

   緊急時の受入れに限らず、短期入所のサービス利用の開始日に加算 

  （重度障害者等包括支援で実施する短期入所を含む） 

・地域生活支援拠点等の場合 ＋１００単位／日 

   ・関係機関との連携及び調整に従事する者を配置し、医療的ケアが必要な児者、重

症心身障害児者又は強度行動障害を有する児者に対し、短期入所を行った場合 

さらに＋２００単位／日 

 

 

 

  

（７）短期入所、重度障害者等包括支援事業所が対象の加算 
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 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として位置づけられるためには登録が

必要となります。登録の手順は次のとおりです。 

 

 

 

事業所の運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担うことを記載して

ください。 

※５つの機能のうち、１つ以上を担う必要があります。事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録 

（１）運営規程への追加 

 

≪参考：運営規程の記載例≫ 

第●●条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保

するための基本的な指針（平成１８年厚生労働省告示第３９５号）第一の二の３」

に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。  

 

（１）相談 

   緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で常時の連絡体制を確保

し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能。 

 

（２）緊急時の受入れ・対応 

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障

害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う

機能。  

 

（３）体験の機会・場  

   病院や施設、親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用や一人暮ら

しの体験の機会・場を提供する機能。  

 

（４）専門的人材の確保・養成  

   医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者

に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができ

る人材の養成を行う機能。  

 

（５）地域の体制づくり 

   地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源

の連携体制の構築等を行う機能。 
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   次の申請書類等を大仙市社会福祉課へ提出してください。 

    ①地域生活支援拠点等事業所登録申請書 

    ②指定内容変更届（運営規程の変更） 

    ③介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等 

      ・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等（様式第１号） 

      ・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 

      ・地域生活支援拠点等に関連する加算の届出書 

※該当する加算を算定する場合 

      ・地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書 

※該当する加算を算定する場合 

    ④変更後の運営規程 

 

     ※②、③について、指定権者が秋田県の場合は、秋田県健康福祉部障害福祉課

へ提出してください。 

 

 

 

   申請書類等を確認後、地域生活支援拠点等事業所として登録し、「地域生活

支援拠点等事業所登録通知書（様式第２号）」を事業所へ送付するとともに、

「地域生活支援拠点等登録事業所リスト（様式第３号）」に記載します。 

   また、登録された事業所は市ホームページで公表します。 

 

 

 

 次の登録内容に変更があった場合は、変更届を提出してください。 

  ①事業所の名称 ②事業所の所在地 ③事業所の電話番号 

  ④地域生活支援拠点等として担う機能 

  ＜提出書類＞地域生活支援拠点等事業所変更届出書（様式第４号） 

  ＜提出期限＞変更があった日から１０日以内 

 

 

 

 地域生活支援拠点等事業所としての登録を廃止する場合は廃止届を提出してください。 

  ＜提出書類＞地域生活支援拠点等事業所廃止届出書（様式第５号） 

  ＜提出期限＞登録を廃止する１ヵ月前まで 

（２）登録申請 

 

（３）事業所登録 

 

変更届 

廃止 

 

廃止届 

廃止 
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■利用者関係 

Ｑ １８歳未満の障がい児でも地域生活支援拠点等事業を利用することはでき

ますか？ 

Ａ １８歳未満の方も事業の対象となります。 

ただし、状況等によっては児童相談所や市こども家庭センターの対応とな

る場合もあります。 

 

Ｑ ６５歳以上の障がい者は地域生活支援拠点等事業を利用することはできま

すか？ 

Ａ ６５歳以上の方は基本的には介護保険サービスでの対応が優先されます

が、要介護度や障がい特性などにより介護保険サービスで対応できない場合

は、地域生活支援拠点等事業を利用することができます。 

 

 

■事業所関係 

Ｑ 「緊急時の受入れ・対応」の機能を担う事業所として登録した場合、必ず

緊急時の受け入れをしなければならないのか？ 

Ａ 出来る限りのご協力はお願いしますが、必ず緊急時に受け入れなければな

らないというわけではありません。 

  また、地域生活支援拠点等事業所として登録されていなくても、緊急時の

受け入れや対応に関する加算が算定できないわけではありません。 

 

Ｑ 地域生活支援拠点等事業所として登録することによるメリットは？ 

Ａ 事業種別によりますが、拠点等事業所として登録されていることにより算

定可能になる加算もあります。 

  直接的なメリットがない場合であっても、「地域全体で支援する協力体制

の構築」という趣旨にご賛同いただき、登録をしていただけると幸いです。 

 

 

 

 

  

７ Ｑ＆Ａ 
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【事前登録申し込み関係】 

・大仙市地域生活支援拠点等 事前登録申し込みシート 

 

・個人情報の取り扱いに関する同意書 

 

・本人情報シート 

 

 

 

 

【事業所登録関係】 

・地域生活支援拠点等事業所 登録申請書（様式第１号） 

 

・地域生活支援拠点等事業所 変更届出書（様式第４号） 

 

・地域生活支援拠点等事業所 廃止届出書（様式第５号） 

 

 

  ※「指定内容変更届」、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」に関する様

式は、“美の国秋田ネット（秋田県公式サイト）“からダウンロードしてご利用く

ださい。 

 

 

 

  

８ 関係様式 

（１）利用者向け 

（２）事業所向け 
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